
 

第２章  施策の内容 
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第２章 施策の内容 

1 計画の体系 

 

 

 

 基本目標 基本方針 施  策 

１ 

人権と男女平等

を尊重する意識

づくり  

（１） 人権の尊重

と暴力の根絶 

①人権に関する啓発の推進 

②暴力の根絶に向けた取り組みの推進 

（２） 男女共同参

画社会の理解促進 

①男女共同参画についての啓発・学習活動の推進 

②男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

２ 

 

 

男女の自立を支 

援する環境づく 

り 

 

（１） ワーク・ラ

イフ・バランスの推

進 

①家庭生活への男女共同参画の推進 

②子育て・介護等の支援の充実 

（２） 男女が働き

やすい職場環境の推

進 

①職場における男女平等意識づくりの推進 

②職業能力の向上や就業に関わる支援の充実 

③女性の活躍に向けた多様な働き方の推進  

④産業における男女平等の推進 

（３） 地域社会に

おける男女共同参画

の推進 

①男女共同参画の視点に立った地域活動の参画

促進  

②女性の地位向上に向けた支援 

（４） 安心して暮

らすための健康支

援・環境整備 

①母子保健など女性の健康支援 

②男女共同参画の視点に立った生活支援 

③福祉サービス等の充実 

３ 
男女共同参画の 

社会づくり 

（１） 政策や方針

決定過程での女性参

画の推進 

①審議会・委員会などにおける女性登用の促進 

②事業所や団体における女性の役職等への登用

促進 

③女性の社会参画促進に向けた意識啓発と男性

の理解促進  

（２） 男女共同参

画行動計画の推進 

①市民と行政の協働による男女共同参画行動計

画の推進 
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人権と男女平等を尊重する意識づくり 

 

男女平等は憲法で保障された権利であり、男女共同参画社会をつくる基本は、お互

いの人権の尊重にあります。お互いを認め合い、尊重し合える社会をめざし、啓発や

男女共同参画の視点に基づく教育・学習を充実させ、人権と男女平等を尊重する意識

づくりに努めます。 

 

◇ 基本方針（１）人権の尊重と暴力の根絶 

 

＜現状から＞ 

 男女間の暴力やセクシュアル・ハラスメント※1、児童虐待等は、人権侵害にあたる

との認識は広がってきていますが、根絶には至っていないのが現状です。 

また、男女共同参画に関する市民アンケートでも、ＤＶ※2（ドメスティック・バイ

オレンス）を受けた人の回答では、「どこ（だれ）にも相談しなかった」との回答が

最も多く、被害者の救済が行われていないことも分かりました。 

今後も、あらゆる暴力を根絶する取り組みを進めるとともに、相談窓口を広く周知

し、より相談しやすい環境を整えていく必要があります。 

 また、近年の人権を尊重する取り組みでは、ＬＧＢＴ※3の権利を守る（生き方を尊

重していく）動きも見られることから、性的指向や性同一性障害を理由とする差別や

偏見をなくす取り組みについても検討が必要です。 

 

 

※1 セクシュアル・ハラスメント 

相手の意に反して不快や不安な状態に追い込む性的なことばや行為 

※2 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

 配偶者や恋人など親しい関係のパートナーからの身体的、性的、精神的などの暴力 

※3 ＬＧＢＴ 

 同性が好きな人や自分の性に違和感がある人、性同一性障害などの人々のことをいいます。 

【頭文字の意味】 Ｌ：女性の同性愛者（レズビアン） Ｇ：男性の同性愛者（ゲイ）  

Ｂ：両性愛者（バイセクシャル） Ｔ：こころの性とからだの性の不一致（トランスジェンダー） 

 

2 基本目標・基本施策 
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＜施  策＞ ① 人権に関する啓発の推進 

＜主要事業＞ ＊ 人権についての広報やホームページ等による啓発     

＊ 子どもの権利に関する周知  

＊ 人権相談の実施  

＊ 多様な性に対する理解と配慮の促進  

＊ ハラスメント防止のための啓発 

 

＜施  策＞ ② 暴力の根絶に向けた取り組みの推進 

＜主要事業＞ ＊ 女性に対する暴力や性犯罪の防止に向けた啓発 

         ◆ 配偶者やパートナーからの暴力に対する被害は、男女ともに受けてい

ますが、女性被害者の割合が高い実態があることから、「女性」に対す

る啓発を強化します。 

＊ 児童・高齢者・障がい者等への虐待防止に向けた啓発 

＊ 相談窓口の周知や相談・支援体制の充実  

 

 

＜目  標＞ 

項 目 現 状 目 標（期限） 

配偶者からの暴力に対する 

相談窓口の認知度 
― 

70％ 

（2025年） 

 

◆ 今回の男女共同参画に関する市民アンケートでは、配偶者からの暴力に対する相談窓口

の認知度を問う設問はないものの、ＤＶを受けた人で、「どこ（だれ）に相談してよいかわ

からなかった」との回答があることから、相談場所のさらなる周知を図り、その認知度に

目標を設けます。 
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DV を受けた人が、相談しなかった理由（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＧＢＴ（性的指向及び自認の問題）の認知状況（全体・性別・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （市民アンケート調査結果）  

20.0

33.3

26.7

13.3

6.7

6.7

6.7

6.7

13.3

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

46.2

23.1

23.1

30.8

15.4

15.4

7.7

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60%

相談するほどのことではないと思った

相談してもムダだと思った

自分にも悪いところがあると思った

自分さえ我慢すれば、

何とかこのままやっていけると思った

どこ（だれ）に相談したらよいのかわからなかった

恥ずかしくてだれにも言えなかった

相談した相手にいやなことを言われたり、

不快な思いをさせられるかもしれないと思った

他人を巻き込みたくなかった

相手の行為は愛情表現だと思った

世間体があるから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力を受けたりすると思った

加害者に「だれにも言うな」とおどされた

知人や友人に知られるとこれまで通りのつきあい

（仕事や学校などの人間関係）ができなくなると思った

そのことについて考えたくなかった

その他

無回答

男性

（N=15）

女性

（N=13）

知っている

36.3

34.6

38.7

42.7

43.2

27.8

知らない

45.9

46.2

45.5

38.5

46.6

49.4

聞いたことはあるが、

意味は知らない

9.3

12.6

6.3

12.5

7.6

8.6

その他

0.8

1.1

0.5

2.1

0.0

0.6

無回答

7.7

5.5

8.9

4.2

2.5

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡 例】

全体（N=377）

男性（N=182）

女性（N=191）

１８～３９歳（N=96）

４０～５９歳（N=118）

６０歳以上（N=162）

年
齢
別

性
別
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◇ 基本方針（２）男女共同参画社会の理解促進 

 

＜現状から＞ 

 男女共同参画に関する市民アンケートの結果では、「男は仕事、女は家庭」という

考え方について、前回のアンケート結果より「そう思う」「どちらかといえばそう思

う」という回答は減少しているものの、依然として３割を超えており、性別による固

定的な役割分担意識が残っているという結果が出ています。 

 本計画の基本理念に掲げる「自分らしく」暮らしていくためには、女性も男性も性

別にとらわれず、仕事や家庭、子育て、介護など、自分自身で選択できる社会を築く

必要があることから、継続して啓発を行っていくことが必要です。 

 

 

＜施  策＞ ① 男女共同参画についての啓発・学習活動の推進 

＜主要事業＞ ＊ 広報やホームページ等によるわかりやすく、実践しやすい啓発

活動 

＊ セミナー・講演会等の開催  

 

＜施  策＞ ② 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

＜主要事業＞ ＊ 学校における子どもに対する人権・平等・性教育の推進 

＊ 広報等による家庭への男女共同の意識啓発 

＊ 指導者等に対する男女平等意識の醸成 

＊ 国際社会に触れあう機会の充実や国際理解の推進  

 

 

＜目  標＞ 

項 目 現 状 目 標（期限） 

「男女共同参画社会」の用語の認知度 ― 
70％ 

（2025年） 

 

◆ 今回の男女共同参画に関する市民アンケートでは、「男女共同参画社会」という用語に対 

する認知度を問う設問はないものの、男女共同参画社会の実現に向けては、用語の周知も 

理解促進に繋がるものとし、その認知度に目標を設けます。 
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男女の自立を支援する環境づくり 

  

 お互いに個人として認め合い、それぞれの生き方を尊重し合うことによって、男女

共同参画社会が実現します。家庭や仕事・地域において、男女がともに協力し責任を

担い、自分らしい生き方が選択できるよう、男女平等の意識啓発や多様な働き方の推

進をするとともに、福祉環境の充実を推進します。 

 

◇ 基本方針（1）ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

＜現状から＞ 

 男女共同参画に関する市民アンケートの結果では、男女ともに「男性も家事や育児

に積極的に関わり、男女が協力して生活すべきである」という考え方が８割を超えて

おり、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を重視していることが現れて

います。しかし、共働きの回答者の結果では、「食事のしたくや後片付け、そうじ、

洗濯などの日常の家事分担」は、７割以上を妻が占め、仕事のほかに女性の家事への

負担が大きいことがみてとれます。一方、未婚者（配偶者がいると仮定）の回答では、

「食事の後片付けや子育てなどは、夫婦共同（協働）で行うことが望ましい」とする

割合が６割以上となっており、その現状には違いがあります。そのため、男女とも固

定観念にとらわれない意識の醸成が必要になっています。 

 誰もが仕事や家庭、地域生活などにおいて、ライフステージ（人生の節目）に応じ

た多様な生き方を選択・実現できるような環境づくりへの取り組みが必要です。 

 

 

＜施  策＞ ① 家庭生活への男女共同参画の推進 

＜主要事業＞ ＊ 男女の育児や介護・家事など相互協力の推進 

＊ 固定的な役割分担意識にとらわれない、自立に向けた意識啓発 

 

＜施  策＞ ② 子育て・介護等の支援の充実 

＜主要事業＞ ＊ 子育て施設・サービス支援の充実  

＊ 介護施設・福祉サービス・支え合い事業の充実 

＊ 相談窓口の周知 
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そう思う

41.8

29.8

41.4

28.3

どちらかといえば

そう思う

39.6

38.6

39.3

39.9

どちらかといえば

そう思わない

6.0

9.3

5.2

8.5

そう思わない

2.7

8.4

2.1

3.8

どちらとも

いえない

7.1

11.6

8.9

14.7

無回答

2.7

2.3

3.1

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡 例】

平成29年度（N=182）

平成24年度（N=215）

平成29年度（N=191）

平成24年度（N=293）

男

性

女

性

＜目  標＞ 

項 目 現 状 目 標（期限） 

【男女の役割意識】 

男性も家事や子育てに積極的に関わり、 

ワーク・ライフ・バランスを図るべきで

あると思う人の割合 

（市民アンケート調査） 

 

80.6％ 

 

（平成 29(2017)年） 

 

90％ 

 

（2025年） 

 

◆ 現状の数値：市民アンケートの「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の回答率 

 

男性も家事や子育てに積極的に関わり、ワーク・ライフ・バランスを図るべきである  

 

（前回比較） 

 

 

 

 

 

 

 

（前回比較・性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民アンケート調査） 

 

 

 
  

平成 29（2017）年度 
（Ｎ＝377） 

平成 29（2017）年度 

（N=182） 

平成 24（2012）年度 

（N=215） 

  平成 24（2012）年度  

（Ｎ＝520） 

平成 29（2017）年度 

（N=191） 

平成 24（2012）年度 

（N=293） 
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 日常生活の夫婦の分担（既婚者／配偶者あり） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （市民アンケート調査結果）  

主に夫

0.4

2.3

1.1

13.5

1.9

0.8

0.4

8.6

47.0

25.6

7.9

どちらかと

いえば夫

0.4

0.8

3.8

12.4

1.5

0.8

0.4

6.4

18.8

19.2

3.4

夫婦共同

（協働）

10.5

22.9

20.3

23.7

18.0

33.1

33.1

28.6

22.6

20.7

25.2

23.7

どちらかと

いえば妻

13.2

15.8

16.5

11.3

18.4

15.4

21.8

19.2

16.5

2.3

7.1

14.3

主に妻

72.9

55.6

55.3

36.8

57.1

46.6

26.3

17.3

42.5

4.9

8.3

20.3

その他

0.8

1.1

1.1

0.8

0.8

1.1

1.1

0.8

0.8

4.1

5.6

1.9

該当しない

12.8

23.7

0.8

17.3

わからない

0.4

0.4

5.3

0.4

4.5

5.3

無回答

1.5

1.5

1.9

1.5

2.3

2.3

4.5

4.5

2.6

1.9

3.8

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡 例】

①食事のしたく

②食事の後片付け

③そうじ

④ごみ出し

⑤洗濯

⑥食品や日用品の

買い物

⑦子育て

⑧家族の看護・介護

⑨家計の管理

⑩除雪

⑪自治会などの

地域活動

⑫PTAなどの

教育活動
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 日常生活の夫婦の分担（未婚者／配偶者がいると仮定して回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （市民アンケート調査結果） 

  

主に夫

1.5

5.9

2.9

25.0

5.9

1.5

どちらかと

いえば夫

1.5

1.5

13.2

2.9

2.9

1.5

7.4

32.4

23.5

4.4

夫婦共同

（協働）

47.1

66.2

55.9

55.9

44.1

61.8

66.2

64.7

35.3

30.9

48.5

58.8

どちらかと

いえば妻

22.1

7.4

16.2

2.9

22.1

14.7

10.3

8.8

26.5

2.9

11.8

主に妻

23.5

16.2

19.1

14.7

23.5

13.2

13.2

5.9

19.1

2.9

4.4

10.3

その他

1.5

1.5

1.5

該当しない

1.5

4.4

1.5

わからない

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

4.4

7.4

2.9

2.9

10.3

7.4

無回答

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

5.9

4.4

4.4

4.4

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【凡 例】

①食事のしたく

②食事の後片付け

③そうじ

④ごみ出し

⑤洗濯

⑥食品や日用品の

買い物

⑦子育て

⑧家族の看護・介護

⑨家計の管理

⑩除雪

⑪自治会などの

地域活動

⑫PTAなどの

教育活動
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◇ 基本方針（２）男女が働きやすい職場環境の推進 

 

＜現状から＞ 

 就労においては、働きたい人が性別に関わりなくその能力を十分に発揮し、対等に

責任を担いながら活力ある生活を送ることが、男女共同参画社会の実現に向けて大切

なことです。 

 女性にとって働きやすい職場環境づくりは、男性の長時間労働の改善やワーク・ラ

イフ・バランスの推進に繋がることが期待できます。そのためには、女性の社会参画

に対して社会的な固定観念にとらわれないことや男性の理解・協力、多様な働き方に

向けた支援など、職場や家庭における意識や制度の改革が求められています。 

 性別にとらわれることなく、ライフスタイル（生活様式）に応じた働き方が選択で

き、自分らしく暮らすためにも、市民や関係団体・企業と行政が連携し、取り組みを

進めることが必要です。 
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＜施  策＞ ① 職場における男女平等意識づくりの推進 

＜主要事業＞ ＊ 企業・事業所等に対する男女共同参画の推進啓発 

＊ 広報等による啓発・情報提供 

＊ 労働状況の把握 

＊ 女性活躍推進法に基づく取り組みの促進 

 

＜施  策＞ ② 職業能力の向上や就業に関わる支援の充実 

＜主要事業＞ ＊ 各種講座等の開催・受講促進 

＊ 女性の就職や起業等に関する情報提供  

＊ 企業啓発や相談窓口の周知 

 

＜施  策＞ ③ 女性の活躍に向けた多様な働き方の推進 

＜主要事業＞ ＊ 自らの意思で社会に参画する女性が働き続けるための環境づくり 

＊ 男女の働き方やお互いを尊重する意識づくりに対する啓発 

＊ 多様な働き方やワーク・ライフ・バランス等を推進する企業への 

支援 

 

＜施  策＞ ④ 産業における男女平等の推進 

＜主要事業＞ ＊ 意思決定過程への女性の参画推進 

＊ 女性団体等の活躍機会への支援 
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女性が働き続けるために必要なこと（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （市民アンケート調査結果） 

  

59.4

53.1

37.5

31.3

27.1

25.0

12.5

7.3

3.1

0.0

6.3

1.0

70.3

49.2

35.6

29.7

33.9

25.4

7.6

5.9

2.5

0.8

0.8

0.8

59.9

44.4

26.5

31.5

25.3

23.5

18.5

13.0

1.2

0.6

7.4

5.6

0% 20% 40% 60% 80%

労働時間や就業時間に柔軟性を持たせるなど、

働きやすい労働条件を確保する

育児・介護のための施設やサービス、

休業制度などを充実させる

賃金や仕事内容などの労働条件の男女差をなくす

家事・育児・介護は女性がするものという社会の

意識改革をする

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図る

育児・介護などでの退職者の

再雇用制度を充実させる

女性自身の意識改革や能力を向上させる

女性に対する研修や昇進・昇格の機会を確保する

その他

特に必要なことはない

わからない

無回答

１８～３９歳

（N=96）

４０～５９歳

（N=118）

６０歳以上

（N=162）
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◇ 基本方針（３）地域社会における男女共同参画の推進 

 

＜現状から＞ 

 身近な生活の場となる「地域社会」は、異なる世代の人々が支え合って活動してい

ます。現状では、自治会やＰＴＡなどの組織の代表者は男性が多く、方針などを決定

する場への女性の参画機会が少ない現状にあります。このため、社会における慣行・

習慣により、男女における地域活動の選択に影響を及ぼさないよう、性別による固定

的な役割分担意識の改善に取り組む必要があります。 

地域社会においても、自分らしく暮らすために男女共同参画による様々な地域活動

を通し、地域に住む人々の繋がりを広げていくことが大切です。 

そのために、男女共同参画の視点に立った意識醸成や地域活動への参画を促進する

必要があります。 

 

 

＜施  策＞ ① 男女共同参画の視点に立った地域活動の参画促進 

＜主要事業＞ ＊ 地域活動への参画促進 

＊ 固定的な役割分担意識にとらわれない地域活動の促進 

 

＜施  策＞ ② 女性の地位向上に向けた支援 

＜主要事業＞ ＊ 自治会やＰＴＡ活動などにおける意思決定過程への女性の参画 

推進 

＊ 女性の社会参画への意識づくり 
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◇ 基本方針（4）安心して暮らすための健康支援・環境整備 

 

＜現状から＞ 

 男女が互いに身体的な違いを十分に理解し合い、相手に対する思いやりを持ち、自

分らしく暮らすためには、生涯を通じて心と体が健康であることが大切です。 

 特に女性は、妊娠や出産などを通して、女性特有の心と体の変化による悩みを持つ

ことがあります。そのためにも、ライフステージに応じた健康管理の支援や意識づく

りを進める必要があります。 

また、高齢化や家族形態の変化による単身世帯やひとり親家庭が増えるなか、男性

に比べ女性は、非正規雇用などの不安定な雇用状況に置かれることもあることから、

貧困に陥りやすい状況にあるともいえます。 

このようななか、障がいを持つ人や高齢者など、個々の事情に寄り添い、困難を抱

える人が安心して暮らすことのできる環境の整備が求められています。 

 

 

＜施  策＞ ① 母子保健など女性の健康支援 

＜主要事業＞ ＊ 母子の健診や相談の充実 

＊ がん検診等の受診促進 

＊ 健康増進の意識・健康づくり  

 

＜施  策＞ ② 男女共同参画の視点に立った生活支援 

＜主要事業＞ ＊ ひとり親家庭への自立・促進に向けた支援  

＊ 市民相談窓口の充実 

 

＜施  策＞ ③ 福祉サービス等の充実 

＜主要事業＞ ＊ 障がい者等の福祉サービス支援の充実  

＊ 高齢者の自立や健康づくりに向けた環境の充実 
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男女共同参画の社会づくり

 

 男女がともにあらゆる分野において参画するほか、政策や意思決定の過程にも携わ

ることは、男女平等な社会を築く上で重要な課題であり、性別にとらわれることなく、

男女が同じように参画するまちづくりを進めるためには、さらなる男女平等の意識啓

発などの取り組みが必要です。 

 今後も、市民や関係団体・企業と行政が連携し、協働による男女共同参画社会の実

現に努めます。 

  

 

◇ 基本方針（1）政策や方針決定過程での女性参画の推進 

 

＜現状から＞ 

 男女共同参画社会を実現するためには、政策や方針決定の過程に男女がともに参画

し、双方の視点での意見を取り入れる必要があります。本市の審議会等への女性登用

率は増加し、48.5％（平成 2９（2017）年４月現在、充て職※1 を除く）となって

います。 

 今後も、女性の審議会等への積極的登用を継続し、性別にとらわれないリーダー起

用を啓発するなど、女性が有する能力を十分に発揮できる取り組みが必要です。 

また、女性の管理職登用を進めるなど、政策や方針を決定する過程への女性参画を

推進するとともに、職場や家庭においても女性が参画しやすい環境を整える必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 充て職：法律や条例に基づいて就く特定の職 
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＜施  策＞ ① 審議会・委員会などにおける女性登用の促進 

＜主要事業＞ ＊ 審議会・委員会等への積極的な女性登用の継続 

＊ リーダー就任に向けた意識の醸成 

＊ 積極的な女性の参画に向けた情報発信 

 

＜目  標＞ 

項 目 現 状 目 標（期限） 

審議会・委員会等への女性の

登用率（充て職除く） 

48.5％ 

（平成 29(2017)年） 

50％ 

（2025年） 

 

 

 

＜施  策＞ ② 事業所や団体における女性の役職等への登用促進 

＜主要事業＞ ＊ 企業・事業所等に対する情報提供や啓発の推進 

＊ 市職員の女性管理職等の登用促進 

 

＜目  標＞ 

項 目 現 状 目 標（期限） 

市の女性管理職の割合 
20.6％ 

（平成 29(2017)年） 

25％ 

（2025年） 

 

◆ 市職員の男女比は、女性職員の割合が低い現状にありますが、平成 28（2016）年度 

に策定した「女性活躍推進法に基づく士別市特定事業主行動計画」では、女性管理職の登 

用を推進し、その割合を引き上げる目標を掲げています。 

 

＜施  策＞ ③ 女性の社会参画促進に向けた意識啓発と男性の理解促進  

＜主要事業＞ ＊ 広報等による意識啓発 

＊ セミナー等による理解促進機会の提供 
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 男女があらゆる分野に参画しやすい社会にするために重要なこと（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （市民アンケート調査結果）  

  

55.5

52.7

43.4

37.9

25.8

6.6

3.8

1.6

4.4

3.8

57.1

51.8

42.4

28.8

20.9

7.3

2.6

1.0

11.0

6.3

0% 20% 40% 60% 80%

男性が女性の社会的地位向上に

関して理解し、協力する

性別に関わらず対等に経済力を持ち、

知識・技能を習得する

子どもの時から家庭や学校で

男女の平等について教える

国や地方自治体が男女平等について

普及・啓発する

女性自身が問題意識と自覚を持ち、

社会活動に参加する

女性同士が協力し、問題解決に努める

その他

特に必要なことはない

わからない

無回答

男性

（N=182）

女性

（N=191）
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◇ 基本方針（2）男女共同参画行動計画の推進 

 

＜現状から＞ 

 男女共同参画社会の実現に向けて、各施策を計画的に推進するためには、市民の理

解と協力の上で、各主体がそれぞれの役割と責任のもとに連携・協働して取り組みを

進めることが必要です。 

 行政においては、各施策を計画的かつ効果的に進めていくために、市役所の全部署

での連絡調整を図りながら、行政全体として計画を推進する体制の強化が必要です。 

また、家庭や地域、職場、学校などのあらゆる機会を通じた啓発活動の実施や広報

紙等による情報の提供やセミナーなどによる学習機会づくりにおいて、男女平等と共

同参画の意識の醸成を図っていくことが求められています。 

 

 

＜施  策＞ ① 市民と行政の協働による男女共同参画行動計画の推進 

＜主要事業＞ ＊ 第３期士別市男女共同参画行動計画の推進・管理 

＊ 市民への情報提供と男女共同参画行動計画の周知 

＊ 男女共同参画条例に基づく「人づくり・まちづくり推進協議会」 

   における審議 

 

 

 

 

 

 

 基本目標 基本方針 施  策 

  ２ 男女共同参画社会の

理解促進 

①男女共同参画についての啓発・学習活動の推進 

②男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

  ２ 男女が働きやすい職

場環境の推進 

①職場における男女平等意識づくりの推進 

②職業能力の向上や就業に関わる支援の充実 

③女性の活躍に向けた多様な働き方の推進 ◎ 

④産業における男女平等の推進 

３ 地域社会における男

女共同参画の推進 

①男女共同参画の視点に立った地域活動の参画促進  

②女性の地位向上に向けた支援 


